
新型コロナウイルス感染症に対する当社の取組みは、以下の通りです。

１．緊急時事態宣言が発令されている地域に限らず、管理部門、営業所については７割以上の従業員が

　　在宅勤務を実施しています。

２．緊急事態宣言が発令されている工場に勤務する従業員については、時差勤務、時短勤務、自家用車による

　　通勤等の感染予防対策を講じています。

３．感染予防対策としてウェブ会議の推進などにより、人と人との接触機会低減や人の移動の抑制を行っています。

今後も出勤者数の削減に最大限努めるべく、在宅勤務対象者の拡大、計画的な年次有給休暇の取得推進等を

行います。

以上

『当社の新型コロナウイルス感染症に対する取組みについて』

2021年6月18日

サンコール株式会社


